
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市農業委員会事務局の窓口 

◆ 東部地区担当 （門司区、小倉北区及び小倉南区の区域担当） 

北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 （小倉南区役所内） 【電話】093－951－1021 

◆ 西部地区担当 （若松区、八幡東区、八幡西区及び戸畑区の区域担当） 

北九州市八幡西区光明一丁目９番 22号 （折尾出張所内）  【電話】093－693－9971 

◆ 庶務担当 

北九州市小倉北区城内１－１ （本庁舎７階）   【電話】093－582－3265 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 
（令和３年１月） 

編集・発行 

農業委員会事務局 

農業年金は、農業者だけが加入できる公的年金です。 
自分で納付した保険料を年金の原資とする積み立て方式で、加入者数の変化や財政
事情に左右されない公的年金です。詳しくは 農業委員会事務局 まで。 

＜加入要件＞ 

 ① ２０歳以上６０歳未満の方 

 ② 国民年金の第１号被保険者 

 ③ 年間６０日以上農業に従事する方 

＜加入のメリット＞ 

① 積立方式で安定した財政運営が実施されます。 

② 80歳まで保証のついた終身年金です。 

③ 保険料は自由に選択でき、いつでも変更できます。 

④ 保険料は全額所得控除の対象となります。 

⑤ 一定の要件を満たす場合、国からの補助制度があります。 

 
 

新年あけましておめでとうございます。 

皆さまにおかれましては、穏やかな新年を健やかにお迎えのこととお慶び 

申し上げます。 

平素より北九州市農業委員会の活動に対しまして、格別のご理解とご協力 

を賜り誠にありがとうございます。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、世界中が 

不安を抱える日々となり、今なお続く経済活動の自粛などにより、私たちの 

生活のさまざまな分野に大きな影響を及ぼしました。 

新型コロナウイルスの一日も早い終息を願う次第です。 

農業分野に目を向けますと、我が国の農業を取り巻く情勢は、担い手の減少と農業従事者の高齢化に 

伴う農業生産力の低下、遊休荒廃農地の増加など、多くの課題に直面しております。地域の農業生産力

及び農業を将来にわたり維持していくためには、担い手の育成に加えて、農地利用の効率化などによる

農業生産構造の立て直しが課題となっております。 

昨年 7月、私ども北九州市農業委員会は、東・西の２つの農業委員会を統合し、農業委員と農地利用

最適化推進委員の改選により、新たな組織としてスタートいたしました。 

これからは市域と一体となって、本市の農業振興に取り組んでまいりますとともに、農業委員と農地

利用最適化推進委員ひとりひとりが、委員としての役割をしっかりと理解し、地域に密着した農業者の 

代表として、農地の集積や集約、遊休農地の発生防止や解消など、農地利用の最適化に積極的に取り組

んでまいります。 

新型コロナウイルスの影響により、遊休農地の発生防止・解消をはじめ、担い手の育成・確保、情報

提供活動など、農業委員会の現場活動が思うようにできない日々が続きますが、農家の皆さまが安心 

して農地を守り、農業を営んでいくことができるよう、引き続き積極的に取り組む所存です。 

結びに、皆さま方の益々のご健勝を心からご祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。 

令和３年 元旦  

  北九州市農業委員会 

会長 井手
い で

尾
お

 秋
あ き

義
よ し

 

北 九 州 市 

農業委員会だより 

昨年７月に東・西の農業委員会を統合しましたが、

両委員会のこれまでの活動実績、歴史的経緯、そして

地域の特性等を活かしながら、機動的、効率的な活動

を行っていくため、令和２年１１月より「部会制」を

採ることとなりました。 

門司区、小倉北区、小倉南区を所管する「東部部会」

と、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区を所管する

「西部部会」を設け、魅力ある農業経営の確立と振興

を図るため、農地の利活用の推進など、農業委員会の

一層の活性化に努めてまいります。 
 

農業者年金に加入しませんか 

 

新 年 の ご あ い さ つ 

◎会長（１） 

〇副会長（１） 

東部部会 

◆部会長（１） 

◆副部会長（２） 

部会会議 調査委員会 

農業委員（11名）  

農地利用最適化推進委員（20名） 

西部部会 

◆部会長（１） 

◆副部会長（２） 

部会会議 調査委員会 

農業委員（８名）  

農地利用最適化推進委員（13名） 

部会長は、会長又は 

副会長が兼ねる。 

全国農業新聞は、 

農業及び農政の現状を中心に、 

農業者の経営とくらしに役立つ情報をお届けします。 

お申し込みは 農業委員会事務局（各地区担当）まで 

毎週金曜日発行 

購読料700 円／月 



  

  

 

 

 

 

 

(単位：㎡)

若松区 八幡東区 八幡西区 戸畑区

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

法第3条許可 6 31,994 4 5,561 25 46,553 19 25,035 54 109,143 14 11,860 0 0 11 10,392 0 0 25 22,252

法第4条許可 0 0 0 0 2 2,182 0 0 2 2,182 0 0 0 0 1 695 0 0 1 695

法第4条届出 5 1,369 14 6,026 9 2,158 2 459 30 10,012 3 645 0 0 39 20,056 1 441 43 21,142

法第5条許可 2 1,169 1 433 9 12,332 1 1,106 13 15,040 5 5,309 0 0 3 12,058 0 0 8 17,366

法第5条届出 10 3,027 29 24,013 54 51,909 16 13,291 109 92,240 14 4,503 0 0 93 59,356 0 0 107 63,859

法第18条通知 0 0 0 0 10 23,086 1 2,823 11 25,909 24 52,578 0 0 8 21,237 0 0 32 73,815

農地改良届 0 0 0 0 1 769 0 0 1 769 5 1,965 0 0 0 0 0 0 5 1,965

農業経営基盤強化促進法第18条決定 44 83,844 5 9,083 69 184,361 36 81,996 154 359,284 87 123,334 1 6,669 36 21,867 0 0 124 151,870

不動産買受適格証明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西部地区 計

議
事
案
件

門司地区 北・企救地区 曽根地区 三谷地区 東部地区 計

要望書の提出後、梅本副市長と本市の農業を取り巻く現状や課題、今後の

農業振興の取り組みについて、意見交換を行いました。 

当日は、市から梅本副市長、産業経済局 池永理事、坂田農林水産部長、

藤島農林課長、森元鳥獣被害対策課長 兼 農林施設担当課長が、農業委員会

からは井手尾会長、東部部会から中村副部会長、八木田副部会長、西部部会

から大庭副部会長、倉成副部会長が出席しました。 

農業委員会から要望書の内容を説明した後、意見交換を行いました。 

梅本副市長からは、「市は厳しい財政状況ではあるが、国や県の補助事業

を最大限活用するなど、知恵を絞りながら課題解決に向けて、農業委員会と

ともに取り組んでいきたい。」との言葉をいただきました。 

農 業 委 員 会 の 活 動 

令和３年度予算等にかかる要望と梅本副市長との意見交換会を行いました。 

農業委員会では、令和３年度予算等にかかる要望書をとりまとめ、令和２年 12月 11日（金）に
市へ提出しました。主な要望内容は次のとおりです。 

１ 農業基盤の整備について 

（１）農業用施設の整備 

（２）圃場整備等、安心して農業を継続できる環境整備への支援 

２ 担い手対策について 

（１）集落主体の農業振興に関する話し合いへの支援 

（２）新規就農者支援対策等の充実 

３ 遊休農地の解消及び発生防止対策について 

４ 有害鳥獣等の被害防止対策の充実 

５ 学校給食における地産地消の推進について 
  

★ 新規就農者の紹介           一木 隆範さん（27歳）【門司区 恒見】 

一木さんは、香川県の農業法人に 2 年間勤務された後、地元の門司での就農を決意され、

農地中間管理事業等を活用し、門司区恒見に約 40アールの農地を借りて令和元年から経営を

開始されました。 

この度、国の「農業次世代人材投資資金」の申請をするため「青年等就農計画」を作成、 

その審査会が地区担当の古田農業委員も出席の下、昨年 8月に開催されました。 

審査会では、「農業は 1 人ではできないので周りの農家と良い関係をつくることが大切」、

「新規参入するには、他とは違う付加価値のある作物を作ることが必要」というような意見

や助言が出されました。計画は令和 2年 9月に承認されました。 

現在、一木さんはスイートコーン、ブロッコリー等の露地野菜を中心に栽培していますが、

将来は品目を増やしていく計画で、地域農業の担い手として今後の活躍が期待されます。 

★唐熊地区（八幡西区）での検討会議の開催 

農業者の高齢化が進む中で、今後の地域の農業を担っていく農業者に農地の集積・集約化を進めると共に、

小規模農家の農業経営の継続を含めた地域の農業の振興を目指すため、令和２年１月に八幡西区の「唐熊地

区」で担い手を中心とした検討会議が開催されました。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、その後の会議をしばらく開催することができませんでしたが、1月

の検討会議で配布した農地の利用意向アンケートの結果について、昨年 11月に農地所有者と耕作者等の農業

者、そして関係機関が集まり検討会議を開催しました。 

会議では有意義な議論が交わされ、「実際に耕作している人たちが活動しやすいようにする」との方向で意

見がまとまり、「他地域の農業者とも協力しながら、地区の農業を担っていく農業者に農地の集積・集約化を

進めていく」という方向性を確認しました。 

今後は、他地区から耕作に来ている農業者にも協力も仰ぎながら、「人・農地プラン」のモデルケースとし

て、同地区の農業振興に取り組んでいきます。 

農地法関係 許可申請、届出処理状況 （令和２年１月～１２月） 
 

要望書を受け取る梅本副市長（写真左） 


